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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 方形の底壁（１）の四側縁から折目（31）（31）（32）（32）を介して前後左右の側
壁（２）（３）（４）（５）が連設され、前後両側壁（２）（３）の上縁から折目（33）
（33）を介して上端に提げ手片（10）（11）を備えた一対の蓋構成片（６）（７）が連設
される一方、左右両側壁（４）（５）の上縁から折目（39）（39）を介して内フラップ（
８）（９）が連設されると共に、左右両側壁（４）（５）の左右両端部に被さる覆い状連
結片（12）（12）（13）（13）を備え、該覆い状連結片（12）（12）（13）（13）を左右
両側壁（４）（５）の各両端部に被せることにより、箱形態が保持されるものとなされて
なる提げ手付き包装用紙箱において、前記覆い状連結片（12）（12）（13）（13）が、前
後両側壁（２）（３）の左右両側縁から折目（35）（35）（35）（35）を介して連設され
ると共に、前記側縁上端から斜め下向きに傾斜する斜状折目（36）により、上半部（12ａ
）（13ａ）と下半部（12ｂ）（13ｂ）とに区画され、前記上半部（12ａ）（13ａ）の上縁
に、蓋構成片（６）（７）の内面に貼着される貼着片（14）（15）が、折目（37）（37）
を介して連設されると共に、前記下半部（12ｂ）（13ｂ）が前後側壁（２）（３）と上半
部（12ａ）（13ａ）とにのみ連設され、前記前後両側壁（２）（３）のいずれか一方の側
壁（３）と、該側壁（３）に対応する左右両側壁（４）（５）側縁に連設された内方突出
片（19）（19）とに、側壁（３）の起立姿勢を保持するロック機構が設けられてなること
を特徴とする提げ手付き包装用紙箱。
【請求項２】
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　前記内フラップ（８）（９）に、前記提げ手片（10）（11）の下端部に当接して左右両
側壁（４）（４）の内倒れを防止する内倒れ防止突片（20）（20）が切り起こし形成され
てなる請求項１に記載の提げ手付き包装用紙箱。
【請求項３】
　方形の底壁（１）の四側縁から折目（31）（31）（32）（32）を介して前後左右の側壁
（２）（３）（４）（５）が連設され、前後両側壁（２）（３）の上縁から折目（33）（
33）を介して上端に提げ手片（10）（11）を備えた一対の蓋構成片（６）（７）が連設さ
れる一方、左右両側壁（４）（５）の上縁から折目（39）（39）を介して内フラップ（８
）（９）が連設されると共に、左右両側壁（４）（５）の左右両端部に被さる覆い状連結
片（12）（12）（13）（13）を備え、該覆い状連結片（12）（12）（13）（13）を左右両
側壁（４）（５）の各両端部に被せることにより、箱形態が保持されるものとなされてな
る提げ手付き包装用紙箱において、前記覆い状連結片（12）（12）（13）（13）が、前後
両側壁（２）（３）の左右両側縁から折目（35）（35）（35）（35）を介して連設される
と共に、前記側縁上端から斜め下向きに傾斜する斜状折目（36）により、上半部（12ａ）
（13ａ）と下半部（12ｂ）（13ｂ）とに区画され、前記上半部（12ａ）（13ａ）の上縁に
、蓋構成片（６）（７）の内面に貼着される貼着片（14）（15）が、折目（37）（37）を
介して連設されると共に、前記下半部（12ｂ）（13ｂ）が前後側壁（２）（３）と上半部
（12ａ）（13ａ）とにのみ連設され、
前記内フラップ（８）（９）に、前記提げ手片（10）（11）の下端部に当接して左右両側
壁の内倒れを防止する内倒れ防止突片（20）（20）が切り起こし形成されてなることを特
徴とする提げ手付き包装用紙箱。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、提げ手付き包装用紙箱、ケーキ等の食品の包装直前に組み立てて使用される
提げ手付き包装用紙箱に関する。
【０００２】
【従来の技術】
洋菓子店においては、古くから、四側壁の各下縁から連設された４枚の底壁構成片を組み
合わせることにより、底壁が形成されてなる提げ手付き包装用紙箱が一般に広く用いられ
てきたが、このような提げ手付き包装用紙箱は、底壁構成片どうしをテープで繋ぎ合わせ
たりするだけでは、底抜けのおそれがあるものであった。そのため、最近では、図７ない
し図10に示すように、一枚板の底壁（51）の四側縁に前後左右側壁（52）（53）（54）（
55）が連設されてなる形式の提げ手付き包装用紙箱（Ｂ）が提案されている。
【０００３】
また、この提げ手付き包装用紙箱（Ｂ）は、左右両側壁（54）（55）の左右両端部に被さ
る覆い状連結片（62）（62）（62）（62）を備え、該覆い状連結片（62）（62）（62）（
62）を左右両側壁（54）（55）の各両端部に被せることにより、箱形態が保持されるもの
となされているものである。
【０００４】
而して、この形式の包装用紙箱（Ｂ）は、底が抜ける虞がないことはもとより、左右両側
壁（54）（55）の両端に内倒れ防止片（68）（68）（68）（68）が設けられているので、
箱形態に組み立ててケーキを収納した場合に、外からの圧力により左右両側壁（54）（55
）が内側に傾いて、ケーキを損傷させる虞がないものである。
【０００５】
また、前後両側壁（52）（53）の上縁に連設された蓋構成片（56）（57）に突設された一
対の提げ手片（60）（61）が、組立時に、合掌状に組み合わされることに加えて、左右両
側壁（54）（55）に連設された内フラップ（58）（59）の存在により、前後両側壁（52）
（53）も内倒れが起こり得ないものである。
【０００６】
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【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このような提げ手付き包装用紙箱（Ｂ）は、前記覆い状連結片（62）…が
、蓋構成片（56）（57）に連設され、貼着片（64）…が前後両側壁（52）（53）に貼着さ
れているものである。従って、図８に示す展開状態から、所要箇所を折り曲げて紙箱（Ｂ
）を製作するには、図９に示すように、各覆い状連結片（62）を斜状折目（86）から内側
に折り曲げて、その下半部（62ｂ）を上半部（62ａ）に重合すると共に、貼着片（64）…
を蓋構成片（56）（57）の内面に重合し、貼着片（64）又は前後壁（56）（57）の貼着片
貼着箇所に接着剤を塗布した後、蓋構成片（56）（57）を対応する前後壁（52）（53）の
内面に重合するように折り曲げて、貼着片（64）…を対応する前後壁（52）（52）の内面
に貼着することになる。
【０００７】
この場合、前記蓋構成片（56）（57）の折り曲げ操作の際には、貼着片（64）…を対応す
る前後壁（52）（53）の貼着箇所に正確に重合させるために、各覆い状連結片（62）の下
半部（62ａ）を上半部（62ｂ）に強く押さえ付けたまま行わなければならない。ところが
、現状のグルアではこのような動作を行うことができないため、実際は、全て手貼りで行
われているのが実情であり、生産性は余り良くないものである。もとより、前記動作を行
えるグルアを製作することも不可能ではないが、その製作費がかなり高くついてしまう。
【０００８】
また、前記蓋構成片（56）（57）を折り曲げることによって、各覆い状連結片（62）が対
応する内倒れ防止片（68）に覆い被さるために、組立時には各内倒れ防止片（68）の下端
部を覆い状連結片（62）の内側に引き上げておく操作を必要とし、いささか面倒である。
【０００９】
この発明は、上記のような事情に鑑みてなされたもので、第１の目的を、機械貼りに好適
な提げ手付き包装用紙箱を提供すること、第２の目的は、機械貼りに好適であると共に側
壁が内倒れしない提げ手付き包装用紙箱を提供すること、第３の目的は、展開状態から組
立やすい提げ手付き包装用紙箱を提供することとするものである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
而して、上記第１の目的を達成するために、この発明に係る提げ手付き包装用紙箱は、方
形の底壁の四側縁から折目を介して前後左右の側壁が連設され、前後両側壁の上縁から折
目を介して上端に提げ手片を備えた一対の蓋構成片が連設される一方、左右両側壁の上縁
から折目を介して内フラップが連設されると共に、左右両側壁の左右両端部に被さる覆い
状連結片を備え、該覆い状連結片を左右両側壁の各両端部に被せることにより、箱形態が
保持されるものとなされてなる提げ手付き包装用紙箱において、
前記覆い状連結片が、前後両側壁の左右両側縁から折目を介して連設されると共に、前記
側縁上端から斜め下向きに傾斜する斜状折目により、上半部と下半部とに区画され、前記
上半部の上縁に、前後側壁の内面に貼着される貼着片が、折目を介して連設されてなる構
成を採用する。
【００１１】
この請求項１の発明によれば、覆い状連結片が、前後両側壁の左右両側縁から折目を介し
て連設され、該連結片の上半部の上縁に、前後側壁の内面に貼着される貼着片が、折目を
介して連設されていることにより、前記貼着片をグルアを用いて側壁内面に貼着できるの
で、生産性が向上する。
【００１２】
上記第２の目的を達成するために、請求項２の発明に係る提げ手付き包装用紙箱は、左右
両側壁の上縁に前記提げ手片の下端部に当接して左右両側壁の内倒れを防止する突片が切
り起こし形成されてなる構成を採用する。
【００１３】
この請求項２の発明によれば、内倒れを防止する突片が切り起こし形成されてなるもので
あるから、側壁に外からの圧力が加えられても、側壁が内倒れすることがなく、被包装物
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のケーキ等に損傷を与えることがない。
【００１４】
上記第３の目的を達成するために、請求項３の発明に係る提げ手付き包装用紙箱は、前後
両側壁のいずれか一方の側壁と、該側壁に対応する左右両側壁側縁に連設された内方突出
片とに、側壁の起立姿勢を保持するロック機構が設けられてなる構成を採用する。
【００１５】
この請求項３の発明によれば、前記ロック機構が作用することにより、側壁の起立姿勢が
保持されるので、組立時にこの側壁を先に起立させておくと、他方の側壁の起立、組立操
作や被包装物の収納が極めて行いやすくなる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、この発明に係る提げ手付き包装用紙箱の一実施形態を図１ないし図６に基づいて説
明する。
【００１７】
図１は、この実施形態の提げ手付き包装用紙箱（Ａ）の組み立て完了状態を示すもので、
前後側壁（２）（３）の側縁に連設された覆い状連結片（12）（13）が左右側壁（４）（
５）の両端部に覆い被さり、一対の提手片（10）（11）が合掌状に起立している。なお、
前記側壁（２）（３）（４）（５）の「前後左右」は相対的なもので、前後又は左右を反
対に呼んでも良いし、前後と左右とを入れ替えて呼んでも良いものである。
【００１８】
この提げ手付き包装用紙箱（Ａ）を図５に示す内面からみた展開状態に基づいて説明する
と、方形の底壁（１）の四側縁から折目（31）（31）（32）（32）を介して前後左右側壁
（２）（３）（４）（５）が連設され、前後両側壁（２）（３）の上縁から折目（33）（
33）を介して第１蓋構成片（６）及び第２蓋構成片（７）が連設されている。
【００１９】
　前記蓋構成片（６）（７）は、その遊端縁から折目（34）（34）…を介して門形状の提
手片（10）（11）が連設される一方、遊端部中央部に、組み立て時に互いに重なり合う重
合部（６ａ）（７ａ）が突設されている。第１蓋構成片（６）の重合部（６ａ）の中央部
には切り起こし形成される差し込み係止片（22）が設けられる一方、第２蓋構成片（７）
の重合部（７ａ）には前記差し込み係止片（22）との対応位置に一文字状の差し込み用切
目（49）が設けられている。また、両蓋構成片（６）（７）と提手片（10）（11）との境
界部両端には、後述する内倒れ防止突片（20）（20）に対応する切欠部（21）（21）（21
）（21）が設けられている。（46）は、前記差し込み係止片（22）を切り起こすための切
目である。
【００２０】
前記差し込み用切目（49）の両端及び中央には後側壁（３）に向かって延びた補助切目（
47）（47）（48）が設けられることにより、これら切目（47）（47）（48）（49）に囲ま
れた左右一対の係止片抑え部（23）（23）が形成されている。
【００２１】
前後側壁（２）（３）の両端縁には折目（35）（35）…を介して下縁を円弧状とする覆い
状連結片（12）（13）…が連設されると共に、各覆い状連結片（12）（13）は、前後両側
壁（２）（３）の上縁隅部から４５度の角度をもって斜め下向きに傾斜する斜状折目（36
）が設けられ、二つ折りされて上下両半部（12ａ）（12ｂ）が互いに重なり合うものとな
されている。
【００２２】
前記各上半部（12ａ）（13ａ）の上縁には貼着片（14）（15）が折目（37）…を介して連
設されると共に、後壁（３）側の貼着片（15）（15）の上端部には切欠部（16）（16）が
設けられ、貼着片（15）（15）が第２蓋構成片（７）に貼着されると、図２に示すような
ロック機構を構成する係止用段部（24）（24）が形成され、組み立て途上に覆い状連結片
（13）（13）を左右両側壁（４）（５）に被せた際に、ロック機構を構成する後述の係止
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片（17）（17）が前記係止用段部（24）（24）に係止し、後壁（３）及び左右両側壁（４
）（５）の起立姿勢が保持されるものとなされている。なお、前記係止用段部（24）は、
折目（33）に対向する斜辺部（24ａ）と折目（35）に対向する短片部（24ｂ）とから構成
されている。
【００２３】
左右両側壁（４）（５）の上縁には折目（39）（39）を介して内フラップ（８）（９）が
連設されると共に、各上縁中央部に円弧状切目（45）が刻設され、左右両側壁（４）（５
）の内倒れ防止片（20）（20）が切り起こし形成されるものとなされている。また、左右
両端縁には、折目（38）（38）…を介して、内方突出片（18）（19）（18）（19）が連設
されている。各内方突出片（18）（19）は、隣接する覆い状連結片（12）（13）…が存在
することにより、その下縁は覆い状連結片（12）（13）の下半部（12ｂ）（13ｂ）の下縁
に対応する円弧状に形成されている。この内方突出片（18）（19）…のうち、後壁（３）
側の内方突出片（19）（19）の上縁には折目（40）（40）を介して係止片（17）（17）が
連設されている。
【００２４】
而して、上記構成を有する提げ手付き包装用紙箱（Ａ）を、図５に示す展開状態から組み
立てるには、先ず、図６に示すように、覆い状連結片（12）（13）…の上半部（12ａ）（
13ａ）…を斜状折目（36）…から内面側に折り曲げた後、両蓋構成片（６）（７）を折目
（33）（33）から内面側に折り曲げると共に、両蓋構成片（６）（７）の内面に貼着片（
14）（15）…を貼着する。使用に供するまでは、この折り畳み扁平状態のまま保管、管理
される。
【００２５】
そして、被包装物の包装に際しては、前記折り畳み状態から図２に示すように、左右両側
壁（４）（５）を起立させ、内方突出片（18）（19）を内側に直角に折り曲げると共に、
係止片（17）（17）を内フラップ（８）（９）に向かうような水平状に折り曲げた後、後
壁（３）を起立させ、第２蓋構成片（７）を、提げ手片（11）を起立させながら内フラッ
プ（８）（９）に当接させると、覆い状連結片（13）（13）が対応する左右両側壁（４）
（５）の端部に自動的に被さり、係止片（17）（17）が対応する係止用段部（24）（24）
に係止する。この係止状態において、後壁（３）が後傾しようとすると、係止用段部（24
）が係止片（17）の斜辺に当接して外傾が阻止される一方、左右両側壁（４）（５）は、
端部に被せられた覆い状連結片（13）（13）により、外傾が阻止され、左右両側壁（４）
（５）及び後壁（３）の起立姿勢が安定良く保持される。この状態で、被包装物を底壁（
１）上に載置する。
【００２６】
その後、前壁（２）を起立させ、第１蓋構成片（６）を、提げ手片（10）を起立させなが
ら内フラップ（８）（９）に当接させると、覆い状連結片（12）（12）が対応する左右両
側壁（４）（５）の端部に自動的に被さる。このとき第１蓋構成片（６）は、その重合部
（６ａ）が第２蓋構成片（７）の重合部（７ａ）に重合するので、所要の操作を経て差し
込み係止片（22）を差し込み用切目（49）から内方に差し込むことにより、第１蓋構成片
（６）の組み立て前の状態への復帰が阻止されると共に、前壁（２）の起立姿勢が保持さ
れ、包装が完了する。
【００２７】
【発明の効果】
上述の次第で、請求項１の発明に係る提げ手付き包装用紙箱（Ａ）は、覆い状連結片（12
）（12）（13）（13）の上半部（12ａ）（13ａ）の上縁に、前後側壁（２）（３）の内面
に貼着される貼着片（14）（15）が、連設されてなるものであるから、前記貼着片（14）
（15）…をグルアを用いて側壁内面に貼着できるので、生産性が向上する。
【００２８】
請求項２の発明に係る提げ手付き包装用紙箱（Ａ）は、内倒れを防止する突片（20）（20
）が切り起こし形成され、提げ手片（10）（11）に当接するものとなされているものであ
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るから、側壁（４）（５）に外からの圧力が加えられても、側壁（４）（５）が内倒れす
ることがなく、被包装物のケーキ等に損傷を与えることがない。
【００２９】
請求項３の発明に係る提げ手付き包装用紙箱（Ａ）は、前後両側壁（４）（５）のいずれ
か一方の側壁（３）と、該側壁（３）に対応する左右両側壁（４）（５）側縁に連設され
た内方突出片（19）（19）とに、側壁（４）（５）の起立姿勢を保持するロック機構が設
けられてなるものであるから、左右両側壁（４）（５）の起立姿勢が保持されるので、組
立時にこれら側壁（３）（４）（５）を先に起立させておくと、残りの側壁（２）の起立
、組立操作や被包装物の収納が極めて行いやすくなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明に係る提げ手付き包装用紙箱の実施形態の斜視図である。
【図２】同包装用紙箱の組立開始時の斜視図である。
【図３】同包装用紙箱の組立途上の斜視図である。
【図４】図３のIII －III 線断面図である。
【図５】同包装用紙箱の展開状態を示す平面図である。
【図６】同展開状態から、覆い状連結片を内面側に折り曲げた状態の平面図である。
【図７】従来の底壁が一枚板からなる提げ手付き包装用紙箱の斜視図である。
【図８】同展開状態の平面図である。
【図９】同展開状態から、覆い状連結片を内面側に折り曲げた状態の平面図である。
【図１０】同組立途上の斜視図である。
【符号の説明】
Ａ…提げ手付き包装用紙箱
１…底壁
２…前側壁
３…後側壁
４…左側壁
５…右側壁
６…第１蓋構成片
７…第２蓋構成片
８、９…内フラップ
12、13…覆い状連結片
12ａ、13ａ…上半部
12ｂ、13ｂ…下半部
14、15…貼着片
20…内倒れ防止突片
31、32、33、34、35…折目
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